手話通訳者・要約筆記者派遣事業をご活用ください
[image: image1.wmf]　　市では、聴覚障害がある人のコミュニケーションや情報取得の支援のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。

　　通訳が必要だと感じたらご遠慮なくお申込みください。
Q１　どのようなときに派遣してもらえますか？

Ａ　聴覚障害がある人が通訳を必要とするときや聴覚障害のある人以外の人や団体が聴覚障害のある人とコミュニケーションを図る必要があったり、情報を提供する必要があるときに派遣します。
【これまで派遣した例】
・病院での受診（本人、配偶者、子ども、親など）　・健康診断

・介護認定調査　・不動産（家、土地）の売買　　　・就職の面接

・就職時のオリエンテーション　　・市役所での相談、申請

・小学校、中学校などでの子どもの参観会、親子面談、進路相談等

・ハローワークでの仕事の相談や手続き　　・スポーツ大会

・所属団体の総会、会議　　・所属団体の視察研修
・町内会、自治会活動など　　・相続に関する相談、手続き
・車やパソコンなどの購入や商品の説明　

・携帯電話の契約、購入に際しての相談　　・生命保険などの説明や加入

・銀行、郵便局などでの手続き　　　　・防災訓練

・福祉機器、補装具、日常生活用具に関する申請、相談

・運転免許更新手続き　　・結婚式　　・葬儀
※　内容によっては派遣できない場合があります。裏面をご覧下さい。
Q２　派遣の手続きは？
[image: image2.wmf]　Ａ　派遣を必要とする日の概ね２週間前までに市役所障害福祉課に所定の申込用紙を提出してください（ＦＡＸ可）。２週間以内の場合で、緊急を要する場合はご相談ください。
Ｑ３　申し込みした人が負担する費用はどれくらいですか？

　Ａ　無料です。全額市が負担します。
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次の内容に関する通訳者の派遣は行いません。

詳しくはご相談ください。
(1) 政治活動

(2) 宗教活動（ただし、冠婚葬祭には派遣します。）

(3) 娯楽活動

　例　マージャン、ゲームセンターなどの遊戯、テニス、ゴルフなどのレジャー、個人の旅行など

（ただし、所属する団体の視察旅行など社会参加につながる活動や教養講座などで開催回数が少ないものは派遣が可能です。）

(4) 聴覚障害がある人の職場

　　（ただし、就職のための相談、説明会などには派遣します。）

(5) 食料品や日用雑貨などの買い物

(6) 学校教育など日常的に受ける教育、講習

(7) 手話サークルの活動（要約筆記者の派遣は可能です。）や要約筆記サークルの活動（手話通訳者の派遣は可能です。）

(8) 営利活動
お問合せ


藤枝市役所　障害福祉課　障害福祉係


電　話　０５４－６４３－３２９４【直通】


ＦＡＸ　０５４－６４３－２９４１


Ｅﾒｰﾙ � HYPERLINK "mailto:shougai@city.fujieda.shizuoka.jp" �shougai@city.fujieda.shizuoka.jp�











